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介護予防通所リハビリテーション利用契約書 

 

重要事項説明書 

１ 事業の目的と運営方針 

事業者（介護予防通所リハビリテーション）は、要支援状態である利用者に対し、自立した日常生

活を営むことが出来るよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、心身の機

能の維持回復を図ります。また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の医療・保健・福祉

サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

２ 事業所の概要 

事業所名：老人保健施設はぴねすケアセンター 

所在地：愛媛県新居浜市多喜浜二丁目１番５０号 

事業者指定番号： ３８５７７８０１６１ 

提供可能サービス：介護予防通所リハビリテーション 

利用定員：５５名（通所リハビリテーション含む） 

施設長：清田 正夫 

電話番号：０８９７－４６－５１８８ 

サービス提供地域：新居浜市（別子山除く）、四国中央市土居町 

・職員体制等 

医師 １名 

Ｐ Ｔ・Ｏ Ｔ   5名（兼務常勤含む） 

看護職員   ２名（常勤）、１名（非常勤） 

介護職員   9名（常勤）、3名（非常勤） 

管理栄養士  1名（兼務常勤） 

・営業日・営業時間 

月曜日～土曜日 ８：３０～１７：００ 

 

３ サービス提供の責任者 

サービス提供の責任者は、次のとおりです。サービスについてご相談や不満がある場合には、どん

なことでもお寄せください。 

責任者：主任 日野貴之、主任 園部富美枝 

電話番号：０８９７－４６－５１８８ 
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４ サービス利用料及び利用者負担 

(1) 利用者の方にお支払いいただく利用者負担金（別紙）は、介護保険の法定利用料に基づく金

額です。また、食事提供に関わる費用、おむつ代、衛生材料費、利用者の希望による時間延長料

金、および日常生活で常に必要となるもので、利用者が負担することが適当と認められる費用につ

いては、利用者の実費負担となります。 

朝食：３５０円、昼食：６８０円（おやつ含む）、夕食：６７０円 

行事食：１，５００円（弁当、飲み物） 

日用生活費：１００円 

クラブ活動費：実費 

延長料金：７００円／３０分ごと 

 (2) その他 

ア：交通費：通常のサービス提供地域（又は送迎地域）以外の地域についてのみ、所定の交通費

（実費）が必要となります。 

イ：自己負担金は、次の方法によりお支払いいただきます。 

自動口座引き落とし（ご指定の金融機関の口座から毎月２５日引き落とし）。 

※上記の利用者負担金は、「法定代理受領（現物給付）」の場合について記載しています。居宅サ

ービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利用料を支払

い、その後市町村に対して保険給付分を請求することになります。 

※ 介護保険外のサービスとなる場合（サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場

合を含む）には、全額自己負担となります（介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス

計画を作成する際に介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります）。 

※利用者負担金の滞納が３ヵ月分以上あり、その支払を督促したにもかかわらず１０日間以内に支

払われない場合には、サービス利用を解除とさせていただきます。 

 

５ キャンセル 

(1) 利用者がサービス利用の中止をする際には、すみやかに所定の連絡先までご連絡ください。 

窓口（連絡先）：電話：０８９７－４６－５１８８（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）、０８９７-４６-５１７７（代表） 

(2) 利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービス利用の前日までにご連

絡ください。当日のキャンセルはご遠慮下さい（ただし、利用者の容態の急変など、緊急やむを得

ない事情がある場合は除きます。その場合は午前８時１０分までにご連絡下さい）。 

 

６ サービス利用に当たっての留意事項 

(1) サービス従事者に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

(2) 貴重品等の持込は、ご遠慮ください。また、利用者の所持品に関わる事故（紛失、破損等）に

つきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(3) 当事業所は、利用者が他の利用者又は職員等に対し、利用継続が困難となる程度の信頼関
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係が担保できなくなる状況（暴力、暴言、背信行為等）又は反社会的行為を行った場合、本契約に

基づく利用を解除することができます。 

(4) 個人情報保護のため、ご利用中の撮影録音はご遠慮ください。 

(5) 営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止いたします。 

(6) ペットの持ち込みを禁止いたします。 

(7) 送迎はご自宅、施設間のみといたします。 

(8) 施設敷地内は禁煙です。 

 

７ 身体拘束の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、利用者および保証人の同意を書面にて得た上で身体拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、その様態および時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

８ 相談窓口、苦情対応 

○当事業所ではお客様からの相談や苦情に対して、次の様な体制で対応致します。 

何かありましたら、先ず苦情受付担当者にご一報願います。 

・担当役割担当者名および連絡先 

苦情受付  

担当者：主任 日野貴之、主任 園部富美枝 

電話番号：０８９７－４６－５１８８ 

対応時間：（月）～（土） ９：００～ １７：００ 

 

・苦情解決 

担当者：事務長 安藤 慎 

電話番号：０８９７－４６－５１８８ 

対応時間：（月）～（金） ９：００～ １７：００ 

 

・第三者委員    

氏名：岡崎克也 

電話番号：090-8973-8258 

氏名：中山博道  

電話番号：0897-41-7383 

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

・新居浜市役所介護福祉課  所在地  新居浜市一宮町 1丁目 5番 1号 

電話番号 （０８９７）６５－１２４１  *8:30～17:15(土・日・祝・年末年始を除く) 
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・四国中央市役所高齢介護課  所在地  四国中央市三島宮川４丁目６番５５号 

電話番号 （０８９6）２８－６０００  *8:30～17:15(土・日・祝・年末年始を除く) 

 

・国民健康保険団体連合会  所在地  松山市高岡町１０１番地１ 

電話番号 （０８９）９６８－８７００  *8:30～17:15(土・日・祝・年末年始を除く) 

 

・愛媛県社会福祉協議会  所在地  松山市持田町 3丁目 8番 15号 

電話番号 （０８９）９２１－８３４４  *8:30～17:15(土・日・祝・年末年始を除く) 

※ 総合事務室前に備えつけられた「ご意見承り箱」をご利用いただき、お申し出いただくこともで

きます。 

 

９ 第三者評価の実施の有無 

  実施なし 

 

１０ 非常災害対策 

(1) 地震・風水害等、災害発生時には、管理者、サービス提供の責任者、防災管理者及び施設長

の判断により、当事業を休止する場合があります。 

(2) 当事業所では、非常災害には次のような体制で対応します。 

防災管理者（防火管理者） 主任理学療法士 日野貴之 

非常時の対応方法 当事業所の定めるマニュアルによる平常時の訓練 ２回／年、設備点検もあ

わせて実施（防災設備 自動火災報知器、非常警報装置、消火器、散水栓、スプリンクラー、非常

発電装置など） 

 

１０ 事故・問題発生時の対応 

事故・問題が発生した場合、利用者の状態を確認し、必要な処置を行ないます。事故・問題の発

生状況、利用者の状態については「事故報告書」に記録を残し、管理者より利用者のご家族に報

告をします。また、必要であれば関連部署、市町村にも連絡をします。各部署で発生した事故・問

題に対して、管理者は自分の部署の職員と発生した事故・問題について「事故報告書」を基に対

処方法を検討、決定し、是正処置を行います。また、管理者は発生した事故・問題の内容を確認

し、その事故・問題の発生原因を職員と共に究明し、再発防止に努めます。 
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１１プライバシーポリシー 

・当事業所は、ボランティア、実習生、見学者など受入に際しては、プライバシー保護に関して充分

な配慮を心がけます。 

・職員は、手紙や電話などについて通信の秘密を守ります。 

・プライバシー保護のため、建物、設備その他の環境について、必要があれば改善措置を速やか

に講じます。 

・更衣、排泄、入浴介助の際は、カーテン、ドアを閉め他者から見えないようにします。 

・カルテなど個人情報が記載された物の管理を徹底します。 

・個人情報の含まれるデータは、パスワード設定により権限外の者のアクセスを防止するシステム

にて管理します。 
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（別紙） 

（介護予防通所リハビリテーション） 

【介護保険料法定利用料自己負担金】 ＊利用者負担割合１割の場合です。 

○介護予防通所リハビリテーション費（月額） 

要支援１  ２，２６８円   要支援２  ４，２２８円 

○各種加算（月額）  

・科学的介護推進体制加算 ４０円（月１回） 

＊介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を提供 

・退院時共同指導加算 ６００円(１回) 

＊事業所の理学療法士等が医療機関の退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行う 

・サービス提供体制強化加算（I） 

要支援１  ８８円   要支援２ １７６円 

＊介護職員のうち介護福祉士の割合が７０％以上または勤続年数１０年以上の介護福祉士の割

合が２５％以上 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

＊上記通所リハビリテーション費及び各種加算の8.6％に相当する額 

 

＊上記施設利用料及び加算料金等は１日あたりの利用者負担割が１割の場合です。  

 

＊上記介護保険報酬に係る料金は、介護保険報酬改定により変動する事をご理解、ご同意

下さい。 

 

 

【その他利用料金】 

食事提供にかかる費用 

朝食：３５０円 ＊時間外利用時のみ 

昼食：６８０円（おやつ含む） 

夕食：６７０円 ＊延長利用時のみ 

行事食：１，５００円（弁当、飲み物） 

その他提供にかかる費用 

日用生活費：１００円 

クラブ活動費：実費 

延長料金：７００円／３０分ごと 

領収書再発行：５００円 

＊別添「介護予防通所リハビリテーション利用料金表」をご参照下さい。 

＊上記料金は変動する事をご理解ご同意下さい。 



 

老人保健施設はぴねすケアセンター 介護予防通所リハビリテーション - 7 - 

利用料金および個人情報の利用目的について 

○個人情報の利用目的 

老人保健施設はぴねすケアセンター 通所リハビリテーションでは、利用者の尊厳を守り安全に配

慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔当施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

－利用者の管理 

－会計・経理 

－事故等の報告 

－当該甲の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

－利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携

（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

－利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

－家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

－保険事務の委託 

－審査支払機関へのレセプトの提出 

－審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設内部での利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

－当施設において行われる学生の実習への協力 

－当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

－外部監査機関への情報提供 

当事業所個人情報に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。 

個人情報問い合せ窓口  事務長 安藤 慎 

℡0897-46-5177                                            20240601 
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【契約および説明確認欄】 

 

令和     年   月   日 

 

 

サービス契約の締結に当たり、重要事項および別紙内容を説明しました。 

（事業所） 

愛媛県新居浜市多喜浜二丁目１番５０号 

老人保健施設はぴねすケアセンター 通所リハビリテーション 

施設長   清 田 正 夫    印 

 

説明担当者：                       印 

 

 

 

サービス契約の締結にあたり、重要事項および別紙内容の説明を受け同意します。 

（利用者） 

住所：                                

 

氏名：                               印 

 

 

（連帯保証人１） 

住所：                                

 

氏名：                               印 

 

 

（連帯保証人２） 

住所：                                

 

氏名：                               印 
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【契約および説明確認欄】 

 

令和     年   月   日 

 

 

サービス契約の締結に当たり、重要事項および別紙内容を説明しました。 

（事業所） 

愛媛県新居浜市多喜浜二丁目１番５０号 

老人保健施設はぴねすケアセンター 通所リハビリテーション 

施設長   清 田 正 夫    印 

 

説明担当者：                       印 

 

 

 

サービス契約の締結にあたり、重要事項および別紙内容の説明を受け同意します。 

（利用者） 

住所：                                

 

氏名：                               印 

 

 

（連帯保証人１） 

住所：                                

 

氏名：                               印 

 

 

（連帯保証人２） 

住所：                                

 

氏名：                               印 
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